
インドネシア賃貸居住者向け保険のご案内
- 家財保険/個人・借家人賠償責任保険 -

3つの保険（オールリスク火災・地震・賠償責任）のパッケージで、
インドネシアでの生活におけるリスクを総合的にカバーします。

誤って備え付けのテレビを破損させて
しまった

飼っているペットの犬が
他人に噛みついて怪我をさせた

補償内容

契約条件・保険料 必要書類・お申込み方法

[お問い合わせ先]

PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia
（東京海上インドネシア）
営業担当：アニタ（ANITA）
   E-MAIL: Anita.Eka@tokiomarine.co.id
               JapaneseCustomerService@tokiomarine.co.id

保険の対象 保険金をお支払いする主な事故 事故発生時の自己負担額

個人所有家財
貸主所有家財

オールリスク火災保険
火災、落雷、爆発、煙害、風水災
盗難、ストライキ・暴動、その他偶然な事故

地震保険
地震・噴火・津波

オールリスク火災保険
[火災・落雷・爆発] なし
[風水災] 損害額の10％
[盗難、破損] 損害額の5％（最低50万ルピア）
[ストライキ・暴動・悪行]損害額の15％（最低500万ルピア）

地震保険
[地震・噴火・津波]保険金額の2.5％

第三者への賠償責任
（除く貸主）

第三者に怪我を負わせたり、第三者の財物に
損害を与えたことにより、被害者に対して法律
上の賠償責任を負う場合

100万ルピア／1事故

貸主への賠償責任 不測かつ突発的な事故が原因で、借用する
物件に損害を与えたことにより、貸主に対して
法律上の賠償責任を負う場合

【保険金をお支払いしない主な事例】
次のような場合には、保険金はお支払いされません。詳細は保険約款をご確認ください。

家財保険（オールリスク火災保険・地震保険）
・火災を伴わない電気的事故
・外部からの侵入が明らかでない盗難・紛失
・運転手・メイドによる盗難
・家財の機能に影響を及ぼさないキズ等
・摩耗・消耗・虫食い等
・宝石、貴金属、骨董品、有価証券等に生じた損害
・インドネシア国外での事故 等

賠償責任保険（個人賠・借家賠）
・居住者の故意
・運転手やメイドへの賠償責任
・自動車事故にかかる賠償責任
・暴行行為に起因する賠償責任
・罰則・罰金・契約違反に関する賠償責任
・ビジネスに関連する賠償責任
・インドネシア国外での事故 等

洗濯機のホースから水が溢れ出て、
階下に水漏れが発生した

❑ 保険加入対象者 ：賃貸住宅居住者
❑ 保険期間 ：１年間

❑ 保険金額と保険料 ：次のセットプランからお選びください。

・以下の必要書類を弊社担当までメールにてご提出ください。
❑ 保険申込書

❑ Client Identity Form
❑ 本人確認書類（パスポートまたはKITASの写）

・保険料は保険始期日から45日以内にお支払いください。保険金額・限度額 オプション１ オプション2 オプション3

家財保険 Rp.60million Rp.160million Rp.500million

借家人賠償責任 Rp.500million

個人賠償責任 Rp.10,000million

年間保険料 Rp.700,000 Rp.1,000,000 Rp.2,000,000

※年間保険料とは別に証券発行手数料（Rp.75,000）が発生します。



家財保険/個人・借家人賠償責任保険 申込書

契約者氏名
Name

会社名
Company

会社住所
Company Address

電話番号
TEL

Emailアドレス
Email address

賃貸物件名
Rental property

賃貸物件住所
Address

保険開始日
Inception date

カバータイプ
Coverage type

漢字 ：

ローマ字 ： (  MR /  MS  )

@

年 月 日（～１年間）

※上記年間保険料とは別に証券発行手数料（Rp.75,000）が発生します。

ご署名
Signature

□ Option 1 （年間保険料 Rp. 700,000）

□ Option 2 （年間保険料 Rp. 1,000,000）

□ Option 3 （年間保険料 Rp. 2,000,000）

（ 年 月 日)


